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研究成果の概要（和文）： 

 本研究の目的は、これまで研究されてこなかった、神奈川県の戦後水質保全政策におけ
る環境ガバナンスの実態を解明することにある。神奈川県は東京都に隣接し、産業上も経
済上も重要な県である一方、この県の構造が公害の矛盾を集中させる要因ともなった。こ
の矛盾は水質汚染問題で顕著にあらわれ、県はどのように利害を調整し水質保全政策を進
めていったのかは、環境政策史からみて重要な論点である。主な研究成果は次の通りであ
る。第 1 に、1950 年代および 1960 年代の公害行政の実態について研究し、その成果を学
会など発表している。第 2 に、1960 年代は国の旧水質 2 法と条例との調整が必要とされ
た時期でもあり、多摩川を事例に、県と国との調整過程についても研究を進めている。第
3 に、公害等調整委員会の活動内容（とくに都道府県との関係において）について研究を
進めている。研究成果は学会などで報告しつつ、順次論文として公表する予定である。 
 
研究成果の概要（英文）： 
Our purpose is to make clear how the Kanagawa prefecture administration had tried 
to resolve water pollution problems from the 1950’s to the 1970’s. Where Kanagawa 
has been contiguous with Tokyo Metropolitan and has been economically and 
industrially one of the most important prefectures, these features caused many 
environmental problems (especially water pollution) in Kanagawa. From the 
perspective of environmental policy history, the important point is to make clear what 
kinds of interests the Kanagawa administration recognized and how it tried to manage. 
The main research results are the below. We made clear the actual state of how the 
Kanagawa administration resolved environmental problems in the 1950’s and 1960’s. 
We study how the Kanagawa administration and the national administration 
negotiated to set up the national water quality standard as a case study of Tama River. 
We study how the Pollution Disputes Coordination Commission controlled to resolve 
problems, how it affected the environmental policy of Kanagawa after the 1970’s. I will 
continue to study these themes and publish academic journals.     
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研究分野：複合新領域  

科研費の分科・細目：環境学・環境影響評価・環境政策 
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１．研究開始当初の背景 

 現在の環境政策論を振り返ると、わが国の
戦後環境政策の研究は 1960 年代後半に焦点
をあてることが多い。確かに、国の環境政策
は実質的に 1960 年代から始まっているが、
地方に目を向けると、実は 1950 年代前半か
ら環境政策を進めていた。この点は、これま
でほとんど研究されていない。環境政策の内
容がより規制的なものに変わっていった歴
史的背景や、地方と国との対抗関係がどのよ
うに環境政策の中身に影響を与えたのかを
明らかにすることは重要な論点である。 

 

２．研究の目的 

 本研究は、これまでほとんど研究が進んで
いない、1950 年代から 1970 年代にかけての
地方公共団体（都道府県）の環境政策につい
て焦点をあてる。そのうえで、どのような利
害構造のもと地方環境政策は形成されたの
か、地方はどのように国の要求を受容しある
いは影響を与えていったのか、これらの政治
構造がどのように環境規制値（水質基準な
ど）に影響を与えたのかを明らかにすること
にある。 

 

３．研究の方法 

 上記の目的から、本研究は対象を限定した。
第 1 に、研究対象の都道府県を東京都に隣接
し、産業上も経済上も重要な地位にあった神
奈川県とした。神奈川県の場合、他の都道府
県に比して、行政公文書の利用環境が優れて
いたことも、神奈川県を選んだ理由である。
第 2 に、環境政策のなかでも水質保全政策に
限定した。なぜなら、水質汚染は当時から大
きな社会問題であり、河川をめぐって、上水
道、農業、漁業、産業、排水といった様々な
利害対立が生じており、この利害調整を経て
はじめて水質保全政策の中身が決められた
からである。さらに、旧水質 2 法制定以降は、
法律と神奈川県条例との調整が必要となり、
実際に規制内容に影響を与えていたからで
ある。これらの点は何度も指摘されていると
ころだが、その実際の調整過程はほとんど明
らかになっていない。そこで、主に神奈川県
の行政公文書を利用しながら、当時の政策過
程について明らかにした。 

 
４．研究成果 
 県史などの公刊文書だけでなく、行政公文
書自体を調査することができた結果、様々な

成果を上げることができた。  
 主な研究成果は次の通りである。第 1 に、
「事業場公害防止条例」下の 1950 年代か
ら 1960 年代前半の実態については、当時
最大の公害事件を事例に研究した。主観的
な公害認定と行政指導に基づく「解決処理」
が、実際にどのような理屈のもと進められ
たのか、問題の再燃に対して県はどのよう
に対応し、どのように正当化しようとした
のかを明らかにした。この成果については
各学会で報告し、環境政策史研究会のディ
スカッションペーパーとしてまとめた（雑
誌論文○1 ）。 
 第 2 に、1960 年代の実態については、「公
害の防止に関する条例」ではじめて客観的
な認定基準が導入されたので、このときの
庁内調整について研究した。とくに廃液と
汚水の基準がどのような根拠のもと設定さ
れたのかを、行政公文書に基づきながら明
らかにした。東京都による多摩川水質基準
が県の基準に影響を与えていることが分か
った。さらに、農業部門と漁業部門がより
厳しい水質を求めていたが、両部門を統合
して基準値が設定されたことにより、農業
と漁業のどちらを保護するのかが曖昧にな
った点を指摘した。この成果は、学会誌に
投稿予定である（雑誌論文○2 ）。 
 第 3 に、1960 年代は国の旧水質 2 法と
条例との調整が求められた時期であり、多
摩川を事例に、県と国との調整過程につい
ても研究を進めている。 
 第 4 に、水質汚濁防止法成立の結果、県
は上乗せ基準を設定することが可能となり、
実際に上乗せ基準を設定した。このときの
国と県との調整過程についても研究してい
る。 
 第 5 に、1970 年代以降の公害等調整委
員会の活動内容（とくに都道府県との関係
において）について研究を進めている。 
 現在研究を進めているテーマについては、
成果がまとまり次第公表する予定である。 
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